
（平成２７年２月１８日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会千葉地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 2 件

厚生年金関係 2 件



関東千葉厚生年金 事案 5664 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年９月 30日から同年 10月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めら

れることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年 10 月１日

に訂正し、当該期間の標準報酬月額を９万 8,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 11年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26年４月１日から 35年９月 30日まで 

            ② 昭和 52年９月 30日から 62年１月 13日まで 

   私は、申立期間①においてＢ社（当時は、Ｃ社）に勤務したにもかかわら

ず厚生年金保険の加入記録が無い。また、Ａ社に勤務した期間のうち、申立

期間②の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間①及び②を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②のうち、昭和 52 年９月 30 日から同年 10 月１日までの期間に

ついて、Ａ社から提出された申立人に係る給与支給額明細により、申立人

は、当該期間も同社に継続して勤務し、厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

  また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及

び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であること

から、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、上記の給与支給額明

細において確認できる厚生年金保険料控除額から、９万 8,000 円とするこ

とが妥当である。 

  



    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主から提出された申立人に係る健康保険厚生年金

保険資格喪失確認通知書における資格喪失日は、昭和 52 年９月 30 日であ

ることから、事業主は、同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保

険事務所（当時）は、申立人に係る同年９月の保険料について納入の告知

を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に

納付されるべき保険料に充当した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る

当該期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

    一方、申立期間②のうち、昭和 52年 10月１日から 62年１月 13日までの

期間について、Ａ社は、「申立人は、平成８年４月 23 日まで継続して勤務

していた。」と回答しており、当該期間の一部については雇用保険の加入記

録が確認できることから、申立人は、当該期間において同社に勤務してい

たことが推認できる。 

    しかしながら、Ａ社は、「昭和 52年４月１日に従業員皆で厚生年金保険に

加入したが、保険料を負担しきれなくなったため、複数の従業員には、本

人納得の上で社会保険から抜けてもらった。それ以降は厚生年金保険料を

控除していなかった。」と回答している上、同社から提出された、52 年 10

月から 54年５月までの期間及び 61年１月から 62年１月までの期間に係る

給与支給額明細において、申立人の給与から厚生年金保険料が控除されて

いないことが確認できる。 

    また、オンライン記録により、申立人は、厚生年金保険の資格喪失日とし

て記録されている昭和 52 年９月 30 日に国民年金に加入し、60 歳までの期

間について国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

    このほか、申立人の申立期間②のうち、昭和 52 年 10 月１日から 62 年１

月 13日までの期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできでない。 

 

  ２ 申立期間①について、申立人のＣ社における勤務状況の詳細な供述から、

期間は特定できないが、申立人が同社に勤務していたことは推認できる、 

    しかし、Ｂ社は、「当時の資料は保存していないが、当時を知る元従業員

に聞いたところ、工場には複数の日々雇用の従業員や、５年から 10年見習

期間として働いていた人もおり、その人達は厚生年金保険には加入してい

なかった。」と回答している。 

    また、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名

簿」という。）において、申立期間に厚生年金保険の被保険者記録を有し、



所在が確認できた元従業員 21 人に照会したところ、回答のあった 13 人は

いずれも申立人を記憶していないとしており、申立人の申立内容を裏付け

る回答は得られなかった。 

    さらに、上記の被保険者名簿において、申立期間に申立人及び申立人が名

前を挙げた元同僚の氏名は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

    このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



関東千葉厚生年金 事案 5665 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所（現在は、Ｃ社）におけ

る厚生年金保険被保険者の資格取得日に係る記録を昭和 44 年７月７日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を、同年７月及び同年８月は２万 8,000円、同年

９月及び同年 10月は３万円、同年 11月及び同年 12月は２万 8,000円、45年

１月及び同年２月は３万 3,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年７月７日から 45年３月７日まで 

  私は、昭和 44 年７月７日付けでＡ社Ｂ事業所に入社し、52 年５月 31 日

まで継続して勤務したが、厚生年金保険の被保険者資格取得日が 45 年３月

７日になっていることに納得できない。当時の給与明細書及び源泉徴収票を

提出するので、調査の上、厚生年金保険の被保険者記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出されたＡ社発行の社員手帳及び雇用保険の加入記録から、申

立人は、申立期間において、同社Ｂ事業所に勤務していたことが認められる。 

 また、申立人から提出された昭和 44年８月分以降の給与明細書及び昭和 44

年分給与所得の源泉徴収票により、申立人は、申立期間に厚生年金保険料を控

除されていたことが確認できる。 

 これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

 一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額

  

  

  



のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立期間の標準報酬月額については、上記の給与明細書により

推認又は確認できる報酬月額又は厚生年金保険料控除額から、昭和 44 年７月

及び同年８月は２万 8,000円、同年９月及び同年 10月は３万円、同年 11月及

び同年 12月は２万 8,000円、45年１月及び同年２月は３万 3,000円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、事業主は不明と回答しており、これを確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

見当たらないことから、行ったとは認められない。 



関東千葉厚生年金 事案 5666 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

人のＡ社における申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15年８月 25日は

59万 8,000円、16年２月 25日は 85万 1,000円、同年８月 25日は 83万 1,000

円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 15年８月 25日 

           ② 平成 16年２月 25日 

           ③ 平成 16年８月 25日 

  私は、Ａ社から申立期間①、②及び③において賞与を支給され、厚生年金

保険料を控除されていたが、当該期間における標準賞与額の記録が無いので、

調査の上、厚生年金保険の被保険者記録を訂正してほしい。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された申立期間に係る給与明細書により、申立人は、申立期

間においてＡ社から賞与を支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間に係る標準賞与額については、上記の給与明細書により確認

できる賞与支給額及び厚生年金保険料控除額から、申立期間①は 59 万 8,000

円、申立期間②は 85 万 1,000 円、申立期間③は 83 万 1,000 円とすることが

妥当である。 

 なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明と回答しており、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せ

ざるを得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が、給与明細書で確認できる保険料控除額に見合う賞与額の届出を社会保険

事務所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資

料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

  

  

  



関東千葉厚生年金 事案 5667 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 53年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年７月 

          ② 平成 15年 12月 

 私がＡ社に勤務した期間のうち、申立期間に支給された賞与に係る厚生年

金保険の標準賞与額の記録が無いので、調査の上、正しい記録に訂正してほ

しい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間において、Ａ社から賞与が支給されていたと主張してい

るが、申立人から当該事情を示す関連資料の提出は無く、具体的な賞与の支

給額等も記憶していない。 

 また、Ａ社は、平成 23年３月 31日付けで厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっており、元事業主は、賃金台帳等を保存しておらず、申立人の申立期

間について、賞与の支給額及び厚生年金保険料控除額は不明と回答している。 

 さらに、申立人は、Ａ社からの給与及び賞与の振込みに使用した銀行預金口

座の銀行名等について覚えていないと供述しており、申立期間に係る賞与の

支給額等に係る調査を行うことができない。 

 このほか、申立人の申立期間について、申立人が主張する標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。

  

  

  

  



 

関東千葉厚生年金 事案 5668（事案 4468の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 明治 43年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21 年１月 27 日から 22 年 10 月 31 日まで 

            ② 昭和 24年５月 16日から 26年６月 17日まで 

   私の父の年金記録に係る申立てで前回審議において認められなかった申

立期間のうち、Ａ社（現在は、Ｂ社が承継）に勤務していた申立期間①及び

Ｃ社に勤務していた申立期間②のそれぞれについて、再度申立てを行うので、

申立期間①及び②を厚生年金保険の被保険者期間と認めてほしい。 

   申立期間①については、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所になる前の期間

ということだが、申立期間①当時、父と一緒に勤務していた同僚は、それよ

りも早い昭和 20 年７月１日から同社において厚生年金保険に加入した記録

になっている。厚生年金保険料の控除を確認できるものは残っていないもの

の、前後の厚生年金保険の加入状況から見ても申立期間①に父が同社に勤務

していなかったとは考え難い。 

   また、申立期間②については、その直前に厚生年金保険の被保険者記録が

あるＤ事業所は、その後Ｅ事業所に名称が変わっており、Ｄ事業所又はＥ事

業所で父が被保険者であった可能性があるため、Ｅ事業所について調査して

ほしい。 

  （注）申立ては、申立人の子が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

 

 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①に係る申立てについては、ⅰ）Ｆ市に所在していたＡ社が厚生

年金保険の適用事業所となったのは、昭和 22年 11月１日であり、申立期間

①は、同社が厚生年金保険の適用事業所になる前の期間であること、ⅱ）申

立人が申立期間①の直前まで厚生年金保険被保険者であったＧ町（現在は、



 

Ｈ市）に所在していたＡ社Ｉ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

についても確認したが、同社同工場は、昭和 21年３月 15日に厚生年金保険

の適用事業所ではなくなっている上、同被保険者名簿において、申立人が同

社同工場で厚生年金保険の被保険者資格を喪失した同年１月 26 日以降に被

保険者資格を取得したことが確認できる者は、いずれも死亡又は所在不明の

ため、聞き取り調査を行うことができず、申立人の申立期間①に係る同社同

工場における厚生年金保険の加入状況について確認することができないこ

と、ⅲ）申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらないこと、また、申立期間②に係る申

立てについては、ⅰ）Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て、申立人と同じく昭和 26 年６月前後に同社における厚生年金保険の被保

険者資格を取得したことが確認できる６人に照会したところ、５人から回答

が得られたが、申立人を記憶している者はおらず、申立人の申立期間②にお

ける勤務実態について確認することができないこと、ⅱ）Ｂ社から提出され

た社史により、同社の前身であるＡ社には、申立期間②当時、Ｊ市に同社Ｋ

工場（適用事業所名は、Ｌ社Ｋ工場）が存在していたことが判明しており、

Ｌ社Ｋ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿についても確認した

が、申立期間②において申立人の氏名は見当たらず、健康保険の整理番号に

欠番も無いこと、ⅲ）申立人が申立期間②の直前まで厚生年金保険被保険者

であったＤ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿についても確

認したが、申立人が昭和 24年５月 15日に被保険者資格を喪失した旨の記載

が確認できるほかに、申立人に係る被保険者記録は確認できないこと、ⅳ）

申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらないことなどを理由として、既に年金記録確

認千葉地方第三者委員会（当時）の決定に基づき、平成 24年２月 29日付け

で年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   

２ 今回、申立人の子は、前回の審議結果に納得できないとして、一部の申立

期間及び事業所名称を変更して、再申立てを行っているところ、申立期間①

について、申立人の子は、「父の元同僚のねんきん特別便には、厚生年金保

険被保険者の資格取得日が昭和 20 年７月１日、資格喪失日が 58 年３月 31

日である被保険者記録の事業所名が『Ｂ（株）』と記載されているが、Ｂ社

の前身はＡ社だったのだから、前回の申立てにおいて、年金記録の訂正は必

要でないとする理由の一つとして『Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは、昭和 22年 11月１日からで申立期間①は厚生年金保険の適用事業所

になる前の期間である。』とされた点については理由にならない。」と主張し

ている。 

  しかし、オンライン記録によれば、申立人及び当該元同僚は、昭和 19 年  



 

10 月１日にＭ町（当時）のＡ社（＊）において厚生年金保険の被保険者資

格を取得した後、申立人は、20 年７月１日に被保険者資格を喪失し、当該

元同僚は、同年６月１日に被保険者資格を喪失しており、その後、申立人及

び当該元同僚が厚生年金保険に加入したそれぞれの事業所は、適用事業所に

なった日が異なる別々の事業所であることが確認できることから、申立期間

①において当該元同僚の被保険者記録が存在することは、上記の主張を裏付

ける事情とはならない。 

  また、当該元同僚については、前回の申立てにおいて申立人の子が氏名を

挙げていたことから、既に同僚照会をしており、その際、当該元同僚は、「私

は総務部人事部配属になったことはありませんので、申立人の入社、退社、

勤務先や勤務地の異動等の詳細は分かりません。」と回答している上、当該

元同僚の厚生年金保険被保険者記録において、昭和 20 年７月１日から 58

年３月 31 日までの期間に被保険者となっていたＡ社Ｋ工場に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿についても確認したが、当該被保険者名簿におい

て申立期間①に申立人の氏名は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番も無

い。 

  申立期間②について、申立人の子は、「申立期間②の直前に厚生年金保険

の被保険者記録があるＤ事業所は、その後、Ｅ事業所に名称が変わっており、

Ｄ事業所又はＥ事業所で父が被保険者であった可能性があるため、Ｅ事業所

について調査してほしい。」と主張している。 

  しかし、Ｎ市に所在していたＥ事業所が適用事業所として確認できたもの

の、同事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭和 24

年１月１日から 26 年７月１日までの期間に厚生年金保険の被保険者資格を

取得した者の中に、申立人の氏名は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番

も無い。 

  また、Ｅ事業所において申立期間②に厚生年金保険被保険者であった者の

うち、連絡先が判明した 10 人に照会をしたところ、８人から回答が得られ

たが、申立人を記憶している者はおらず、申立人の申立期間②における勤務

実態を確認することができない。 

  

  

  

  

 

  ３ このほか、申立人が申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を控除されて

いたことをうかがわせる資料等は提出されておらず、ほかに年金記録確認千

葉地方第三者委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 

 




